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【研
究
論
文
】

本
家
大
名
が
分
家
旗
本
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

-

維
新
期
の
新
宮
池
田
家

･
岡
山
藩
池
田
家

･
鳥
取
蒲
池
田
家
を
事
例
に
ー

は
じ
め
に

近
年
､
幕
藩
体
制
や
武
家
の
性
質
'
さ
ら
に
藩
政
史
を
検
討
す
る

一
素
材
と
し
て
'
武
家

の
本
家
丁
分
家
関
係
を
検
討
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
｡
そ
の
結
果
分
家
大
名
に
関
す
る
成

(I)

果
は
確
実
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
｡

こ
の
う
ち
'
倉
持
隆
氏
は
特
に
大
名
の
本
家
-
分
家
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ

い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
①
大
名
家
の
ほ
と
ん
ど
が
本
家
'
あ
る
い

は
分
家
の
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
い
た
｡
②
大
名
武
鑑
の
記
載
も

一
族
ご
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
'

武
家
以
外
の
多
く
の
人
々
も
'
大
名
を

一
族
ご
と
に
捉
え
て
い
た
｡
と
い
う
二
点
か
ら
'
｢
(前

略
)
大
名
の
本
家
･分
家
関
係
は
､
幕
藩
制
の
中
で
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
'

大
名
の
本
家

･
分
家
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
'
大
名
社
会
の
よ
り

一
層
の
解
明
に
つ
な
が

(z)

る
と
考
え
ら
れ
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡

私
も
氏
の
指
摘
に
全
面
的
に
同
意
す
る
が
､
こ
の
考
え
は
大
名
に
限
ら
ず
､
旗
本
へ
も
広

げ
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
｡
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
､
本
家
大
名
-
分
家
旗
本
に
関
す
る

研
究
は
今
後
さ
ら
に
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
分
家
旗
本
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ

立
ち
遅
れ
て
い
る
｡

そ
の
よ
う
な
な
か
'
池
田
家
の
本
家
大
名
1
分
家
旗
本
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
比
較

的
深
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
伊
藤
康
暗
氏
は
鳥
取
藩
池
田
家
と
旗

本
の
福
本
池
田
家
の
関
係
に
つ
い
て
､
福
本
藩
の
領
地
は
'
先
祖
に
あ
た
る
池
田
輝
澄
が
鳥

取
藩
主
池
田
光
仲
預
か
り
に
な
っ
た
こ
と
が
直
接
的
な
契
機
で
あ
り
'

一
時
期
鳥
取
藩
領
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
､
鳥
取
藩
が

｢本
家
｣
と
し
て
の
立
場
か
ら
福
本
池

田
家
に
関
わ
っ
て
い
き
､
幕
末
維
新
期
に
は
鳥
取
藩
領
か
ら
福
本
池
田
家
領
を
分
知
し
た
と

藤
尾

隆
志

い
う
認
識
を
持
つ
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
ま
た
福
本
池
田
家
が
岡
山
藩

に
自
身
の
所
領
を
預
け
る
運
動
を
し
た
際
に
は
'
鳥
取
藩
が
阻
止
し
た
事
例
な
ど
を
紹
介
さ

(3)

れ
て
い
る
｡

他
に
も
自
治
体
史
で
の
研
究
が
あ
る
｡
『播
磨
新
宮
町
史
』
で
は
岡
山
藩
池
田
家
と
旗
本

の
新
宮
池
田
家
の
関
係
に
つ
い
て
'
近
世
初
期
に
当
初
は
藩
で
あ
っ
た
新
宮
池
田
家
が
断
絶

の
危
機
に
陥
っ
た
際
に
､
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
の
援
助
を
う
け
て
､
旗
本
と
し

て
家
名
が
存
続
し
た
こ
と
と
'
ま
た
維
新
期
に
は
岡
山
藩
池
田
家
の
協
力
で
藩
格
昇
進
運
動

(v)

を
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
｡
ま
た

『井
原
市
史
』
で
は
岡
山
藩
池
田
家
と
井
原

池
田
家
の
関
係
に
つ
い
て
'
両
者
の
経
済
的
つ
な
が
り
や
'
幕
末
期
に
井
原
池
田
家
が
領
地

を

一
部
幕
府
に
収
公
さ
れ
る
際
､

一
連
の
手
続
き
等
に
岡
山
藩
池
田
家
が
協
力
し
た
こ
と
な

(5)

ど
を
あ
げ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
先
行
研
究
は
岡
山
藩
池
田
家
と
分
家
旗
本
､
鳥
取
藩
池
田
家
と
分
家
旗
本
と
い
う

視
点
か
ら
本
家
大
名
-
分
家
旗
本
の
関
係
に
お
い
て
成
果
を
あ
げ
､
い
ず
れ
も
本
家
が
分
家

旗
本
に
経
済
援
助

･
運
動
協
力
等
を
行
う
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
分
家
側
が
本
家
側
の
援
助
を

う
け
て
い
る
の
は
'
依
存
度
に
そ
れ
ぞ
れ
相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
分
家
大
名
と
同
様
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

た
だ
池
田
家
の
事
情
を
考
え
る
と
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
と
い
う
二
つ
の
大
藩

が
'
し
か
も
ご
く
近
隣
に
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
一
門
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
視
点

も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
筆
者
は
最
近
'
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
､
新
宮
池
田
家
と

岡
山
藩
池
田
家

･
鳥
取
藩
池
田
家
の
関
係
を
取
り
上
げ
'
新
宮
池
田
家
が
岡
山
藩

･
鳥
取
藩

(6)

両
池
田
家
を

｢本
家
｣
と
呼
ぶ
経
緯
を
紹
介
し
た
｡
そ
の
結
果
､
新
宮
池
田
家
は
岡
山
藩
池

田
家
と
血
縁
な
ど
で
関
係
が
深
い
が
'
鳥
取
藩
池
田
家
と
も
近
世
初
期
か
ら
関
係
が
あ
り
､

そ
の
う
え
近
世
後
期
に
は
鳥
取
藩
池
田
家
の
家
格
が
岡
山
藩
池
田
家
を
完
全
に
上
回
り
'
そ

(28)



の
結
果
両
者
を

｢本
家
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
｡
と
は
い
え
二
つ
の
本
家
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
り
'
分
家
側
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
課
題
は
残
っ
た
ま

ま
で
あ
っ
た
｡

そ
こ
で
本
稿
で
は
三
家

(新
宮
池
田
家

･
岡
山
藩
池
田
家

･
鳥
取
藩
池
田
家
)
の
関
係
を

中
心
と
し
て
先
述
の
課
題
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡
な
お
'
こ
こ
で

は
三
家
の
関
係
が
よ
く
理
解
で
き
る
維
新
期
を
素
材
に
検
討
し
て
い
き
た
い
｡
当
時
は
近
世

と
近
代
の
過
渡
期
で
は
あ
る
が
､少
な
く
と
も
近
世
の
武
家
の
性
質
を
色
濃
く
残
し
て
お
り
'

近
世
の
本
家
-
分
家
関
係
を
検
討
す
る
事
例
に
な
ろ
う
｡
ま
た
維
新
期
の
旗
本
の
動
静
を
知

る
う
え
で
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
｡

当
時
の
新
宮
池
田
家
を
と
り
ま
く
環
境
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
'
幕
末
に
当
主
と
な
っ
た

池
田
頼
方
は
'新
宮
池
田
家
の
な
か
で
例
外
的
な
出
世
を
果
た
し
た
.
天
保
七
年
(
1
八
三
六
)

に
西
丸
目
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
'
浦
賀
奉
行

･
奈
良
奉
行

･
勘
定
奉
行
な
ど
を

歴
任
し
た
の
ち
江
戸
町
奉
行
､
さ
ら
に
外
国
貿
易
事
件
取
調
方
や
大
目
付
な
ど
を
勤
め
て
､

幕
政
に
深
く
関
わ
っ
た
｡
｢安
政
の
大
獄
｣
の
際
に
は
再
び
江
戸
町
奉
行
と
勘
定
奉
行
を
兼

任
し
'
大
老
井
伊
直
弼
の
下
で
橋
本
左
内
や
吉
田
松
陰
な
ど
の
裁
判
に
も
関
わ
っ
て
い
る
｡

井
伊
が
暗
殺
さ
れ
た
後
は

1
旦
失
脚
す
る
が
'
そ
の
後
も
江
戸
町
奉
行
や
政
事
改
革
取
級
を

(7)

兼
務
す
る
な
ど
活
躍
し
た
｡
ま
た
池
田

一
門
と
の
交
流
で
は
'
財
政
難
か
ら
岡
山
藩
に
援
助

(8)

を
も
と
め
る

一
方
'
岡
山
支
藩
の
家
督
問
題
に
関
わ
り
'
池
田
一
門
と
し
て
幕
府
と
折
衝
す

(9)

る
こ
と
も
あ
り
'
池
田
一
門
と
の
交
流
が
多
く
確
認
で
き
る
｡

し
か
し
幕
府
が
倒
れ
る
と
'
逆
に
幕
府
側
の
要
職
に
就
い
た
も
の
と
し
て
維
新
政
府
か
ら

は
警
戒
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
｡
少
な
く
と
も
新
宮
池
田
家
で
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
だ
ろ

う
｡
た
だ
新
宮
池
田
家
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
が
'
本
家
で
あ
る
岡
山
藩
が
広
島
藩
と
共

に
山
陽
道
鎮
撫
取
締
に
任
ぜ
ら
れ
､
新
宮
領
周
辺
地
域
の
取
締
り
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
た

(川)

こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
な
か
､
維
新
期
に
新
宮
池
田
家
存
続
の
た
め
に
奔
走
し
た
の
が
'

慶
応
二
年

(
一
八
六
六
)
に
頼
方
か
ら
家
督
を
相
続
し
た
養
子
の
頼
誠
で
あ
る
｡

岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
池
田
家
の
本
家
側
で
は
､
本
来
岡
山
藩
池
田
家
が
池
田
家
の
直
系
な

(‖)

が
ら
'
両
者
で
の
本
家
-
分
家
関
係
は
少
な
く
と
も
幕
末
に
は
確
認
で
き
な
い
｡
両
家
は
幕

末
期
に
共
に
水
戸
の
徳
川
斉
昭
を
父
に
持
ち
'
最
後
の
将
軍
徳
川
慶
喜
と
も
兄
弟
で
あ
る
池

田
茂
政

(岡
山
藩
主
)
と
池
田
慶
徳

(鳥
取
藩
主
)
が
相
続
し
て
い
た

(慶
徳
が
兄
)
が
'

幕
府
の
崩
壊
に
伴
い
こ
ち
ら
も
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
維
新
政
府
か
ら

先
述
の
通
り
岡
山
藩
は
山
陽
道
鎮
撫
取
締
に
命
ぜ
ら
れ
､
鳥
取
藩
も
罪
を
受
け
る
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
の
､
慶
喜
の
兄
弟
で
あ
る
以
上
内
外
か
ら
藩
主
交
代
の
声
が
あ
が
る
の
は
止
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
や
が
て
茂
政
は
引
退
し
､
慶
徳
も
そ
う
な
る
は
ず
が
'
藩
論
が

(ー2〕

ま
と
ま
ら
ず
結
局
引
退
出
来
な
か
っ
た
｡

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
､
新
宮
池
田
家
が
領
地
安
堵
の
た
め
に
､
京
都
で
維
新

政
府
と
折
衝
し
た
こ
と
'
ま
た
そ
の
後
に
藩
格
昇
進
運
動
を
展
開
し
た
際
に
､
岡
山
藩
池
田

家
と
鳥
取
藩
池
田
家
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
を
検
討
す
る
｡
ま
た
関
連
し
て
新
宮
池
田

家
と
同
様
に
播
州
に
領
地
を
持
つ
池
田
一
門
の
分
家
旗
本
'
特
に
福
本
池
田
家
と
屋
形
池
田

莱

(福
本
池
田
家
の
分
家
)
に
も
着
目
し
て
い
き
た
い
｡

l
章

新
宮
池
川
家
の
京
都
で
の
領
地
安
堵
運
動

本
章
で
は
'
新
宮
池
田
家
が
領
地
を
認
め
ら
れ
､
陣
屋
の
あ
る
新
宮
へ
出
発
す
る
ま
で
を

対
象
と
す
る
｡
(
一
覧
参
照
)

(-
)
江
戸
～
京
都
到
着

慶
応
四
年

(
一
八
六
八
)
正
月
二
九
日
､
旧
幕
府
の
老
中
よ
り
大
目
付
に
対
し
て

｢銘
々

京
都
江
相
越
度
向
々
ハ
伺
不
及
前
麿
こ
届
中
間
候
上
'
罷
題
候
而
も
不
苦
候
｣

と
'
｢近
畿

関
西
二
知
行
有
之
面
々
｣
へ
伝
達
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ
り
､
近
畿

･
関
西
に

知
行
を
持
つ

者

(大
名

･
旗
本
両
方
と
思
わ
れ
る
)
に
対
し
'
上
京
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
｡
そ
の
理
由

と
し
て
､
｢別
近
畿
関
西
二
知
行
有
之
面
々
ハ
自
然

朝
廷
よ
り
御
沙
汰
之
品
も
有
之
趣
こ

付
｣
と
朝
廷
か
ら
の
命
令
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
'
ま
た
朝
廷
に
恭
順
す
る
こ
と
で
'
｢人

民
も
干
支
之
禍
二
羅
ら
す
､尊

王
之
素
士心
二
相
叶
候
｣
と
人
民
も
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
ず
'

､〓
.

尊
王
の
志
に
も
叶
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
す
で
に
旧
幕
府
側
に
は
抵
抗
す
る
意
識
が
な

い
こ
と
が
わ
か
る
が
､
こ
の
内
容
は
触
れ
と
し
て
関
係
者
へ
伝
え
ら
れ
た
｡

新
宮
池
田
家
で
は
二
月
一
九
日
に
家
臣
の
水
谷
保
太
郎
や
富
田
敬
輔
が
江
戸
へ
到
着
し
､

相
談
の
結
果
､
当
主
の
頼
誠
が
ま
ず
上
京
し
'
先
代
の
頼
方
は
腫
れ
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
快
愈
し
た
の
ち
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
れ
を
う
け
て
'
ひ
と
ま
ず
敬
輔
が
帰
国
し
､

(I)

保
太
郎
は
共
に
上
京
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
｡

話
は
前
後
す
る
が
'
在
地
の
新
宮
で
も
同
年
の
二
月
中
に
岡
山
藩
へ
姫
路
藩
征
討
に
協
力

す
る
こ
と
と
'
家
名
存
続
の
た
め
に
協
力
し
て
欲
し
い
な
ど
と
新
宮
在
住
の
家
臣
か
ら
岡
山

(29)



新
宮
池
川
棄
新
宮
特
色
ま
で
の
縦

枠

1
覧
表

四月 正 月再 育 月

日 = 五日 = = T､明 口石目 ∴自 五日 川= 九日 九日 八日 七日 六日 TLH = = = 0H 元日 = 白 日 九H R 元日

元高家衆中義左衛門 政 - 水る 沢 釈 辛 悶 池 1し 頼 岡 節 太 弁 岡 百の顔香が港辛さ 宮 頼 る 大 池 棉 久 若 頼 水 水 慕 内府より日の 百の件で岡山 杏煤太良l…節宮に よ 井う 権に 次と 郎言 宿伝 へあ 来り る 叶権吹那よ㌧li.: 政征討の供杏命 山藩留守居よ㌧ 田章哩侍従に罪 廷P留守冒石田七 覗専政の家管相 山請留守居釈井よ 宮へ岡山より池 政宮代秦城 辛役所よ9,池川 山港よ9,頼誠が か 誠ら ､の 農麻 夫青 也も 他岡 数山 名 ( 津岡 着Lh o藩 富家 出臣 敬藤 輔本 ､ H農夫也山村堰 誠ら廷/∃栄考 世下野守登城慕 午香の逮名にて 弼久世下野守を 杏煤太那普川敬 杏煤太那富田敬 宿i-巾より大目付 杏

甘外人よ9,7t香∠ゝ 顔育の内杏認められる 藩から弁辛役柄･＼磨香 向けて出鷲岡山烏 龍野注力描州 戻の同姓刀の逮名に ぜられ大坂-＼ 章政と準つよっにとの 準 那兵衛と相覗磨 続のお祝いに行くち 9,専政莱督相続の知ー 田章政家響相読御顔い へ煤太郎也イ七節宮に 磨夫や水谷煤太那に 明日参戟したい蘇香杏 れ節書が近される 藩 をが 伴作 い成 'J 岡や鳥敬藩 久 帰兵 国衛 掛宅 が＼1 京那で岡山 ′＼と令確農大也は=: 府より暇許日吉 明日登城すべLとのちって幕府に暇乞揺 野江go頗孤の や京都で荏ll行普 への逮書戻那へ行

⊂1鰭衆の逮名 節宮池川 揺出 義港-＼の倭 帯敬り扱い て秦族塞潔 文項頗弼 棉誠が岡山へ 辛政には+ らせ使者杏 の知らせ つしヽて様々尤 盟日太政宮代 政府に堤H:i 邸へ吹聴と請 鳥敬両藩と 仁方と那へ 奉香別宅 H i描野美塗 泉都行普決罵 に関して叫 普たいちのは

でA政官 家̀ミ当分 者や用向 iLつ普村 の取調べに 章政と対 行くし_と ス_ず 岡山港邸 ∫質問壁け 七へ出頭す 事の御顔 打ち合わせ 節六は磨 寸落千富 肘に過行辛 不吉との逮

よ 悶 など 高 つヽ GS や追 ∴＼ る る内 い 杏 江 ロ] 形 し

り礼壁 山藩の につヽ 郷村帳 してのZd あわせ 献につ 育類作 杏の香 IL-:所 したlf /｢ノ＼ 敬捕[小 杏求め 杏近畿

局など 敬り扱 して節 等杏揺 廻斗人到 て侍 いての 嘆 捕到 節宮 につい 逮巾秦 ii, る同 関西

杏敬19 しヽに 宮の家 出する A.権､′′ 従早過 相読な 裾悶1 を､■一骨 ての棄 海追か 時に烏 に知行

調べる÷つ命ぜられた書状別秦高米などについて荏柄と協革 岡山局敬の国1し･＼の悼者杏見∠ゝ.ロわせ水杏保太叫吋早 臣と相読するため 与つにとの香派到裾節宮は関山藩に敬柿って欲しいと*~フ辛兵徳を､lつ章政の莱としてしくぎらく棉京する心積ちり杏す ,A那と相談し香頬作lJE の御臥び ど LJ港へ盟日の相室 井局琴横井孝之申1つ⊥尽局蔵紘棉国孝之助は+方ミ叫lll藩と新宮?_哩l=家を､LjA政官∴＼参lJLLJしたい旨の顔香堤叫蘇 1人壁けとるそれによO,農夫也は冗生思那･＼その倭頼誠ち慕考岡山藩輿+唇tJJ井辛氏衛と相琴頼よし行の脂宿汰ま ら美濃蹄杏経る 収蒲ち那宮池川'#と価磨屋形池川家lく過行辛形杏ちらえる与つに政府･､＼顔香杏擢山政府モ'･､即日に千形十父〟される 杏持つ者にする÷つにとの碍/1<



七月 六 五 ==
月 月 四月

口 不明 八日 四 不明 四 = 不明 八 llllllll-= 0日 = = 目 i:口 五日 = 百 元日 五日 百 6日 七日 TL= 百 = 巨6日 (⊃= 元日 六日

行戻那也 盟 触 節 政 下 触 棉 触 頼 板 ｣.の｣ろ農 章 章 & 五目の節川 政府より71: 池 七日のⅠ政調 い 頼 棉 中 Fll 岡 章 岡 知∩哩〟.と快 顔よ9.棉 宮也田家か 府 太へ 夫伺 の書 御提 心 顔よO.棉 戟参mo誓 頭より鷲約 誠参早棉 令外人よ 嘩岡山へ 政棉国杏沢 食中吹良巧 悶辛政参戟 七日の件に て 誠軍 参勢 朝を o申 誓 誠参早領粂ム三衛門管 秦左節門管 山請家臣江 叫京早 山iFlu港主 行高などの

発 ま9,岡山局収 邑杏許可する逮絡 らAⅠ=計官役所へ献 出 得O方政 に府 つか いら て支 触払 頭 邑後に秦臣杏人 約杏命ぜltれる 杏令ぜられたEjの 邑の許可おりる り堰甥i目に 夫也と保A那が岡 出立 汁辛兵衛よりPJ'lき 内蘇甚助同席触頭 塗局敬覗へに関す 演本敬柿規則は追 その際Lく節宮 ついて農夫也が ベ杏機会にして新 し 文出 提争 H:Jと 大を 宮野 御ホ ｢軒 知安堵の莱印杏い 外人よ㌧ム 外人より過状到 良陽之追と農夫 頼誠対6% 荏政が武戟守に改 敬調べ帳堤汗十

両留守居へお 莱る 米代金上納す う よよ りう 廻許 状可 別が 考J 壁求する+つ′ヽ 堰状莱る 大宮御所岩 参朝する与つ 山a家臣と盟 頼誠太刀局 になり元香.～ る廻覗到*O つて愛llする 池川家杏自ら 悼者にな9. 宮杏岡LIJ藩附 さ へれ 行年▲<L,岩早 ただく七 日に参内する 莱 ut煤太那甲 名し章政紘

汁触頭 る金千 也る 帰t'巳の L)llぜられ 倉班城 にとの咋 読し顔 代杏献上 Llが下A との逮幕等 の附属に 書類差し 属にする ≠坊城 日に参戟 与つにと 串 備前守に
の 両 〟- る へ '6 香 夫 し 山 件 莱 す の な

内蘇がLVJ その際 汰につい 【ヨの廻状 お斗し まずは といつ名 て欲しい す莱E について へ廻鞄 るべきトー 覗甥木 るE】悶

iIのL～冒杏参朝 の香面の卜塞 て農夫也と 莱るヽ_れは かし許可近 棉邑したい 柿になるとい との顔香擢州 .∩状4号ない 日に章 政肘よ9.旧 の香面杏餐け 家南山藩か 山藩留守居よ

しトス_ ii.岡山 岡小藩が 岡山藩留 弓A 岡山港那 つ廻状★ 頼那 し_と杏主 政が参朝 高秦と旧 節川込 と相読 り奉fL

許rlJが降りる板倉にち使考 藩で響嘩 相中脂路征討に関して節宮池[‖塞を､一一の献米代金上納が保留になっていた件義知安堵前の辛盟について岡山藩を､1つ 守居が代行する＼_と杏逮野 属にして欲しいなど杏弁辛役所へ揺叫′ヽ月九日U る 中条柿杏二王計助へおネし 張し揺付せ†疏隊兵士の人数杏申壬生iSF7陸軍局一＼軍負金杏堤叫千十でノL十両叶A-Li/＼ノブ割で今回:+I二鴨 する際に御顔い杏すると杏煤太郎と開山藩誘く臣とで取り汰め 演杏に旧寡宿の朱印状と領知】の料ら局について詳細に調べて揺Luする÷つに令ぜられるEに～⊂)l｣までに銃煤につ 高収調べについての口逮覚ちつける お臥びの倭者杏出す

以
上
'
｢御

｣
新
二
付
御
ヒ
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣
を
も
と
に
作
成
し
た
｡



∴卜､

藩
へ
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
保
太
郎
と
敬
輔
の
二
人
は
江
戸
到
着
前
に

1
旦
上
京

し
て
'
｢両
御
本
家
｣
の
御
屋
敷

(京
都
屋
敷
を
指
す
と
思
わ
れ
る
)
へ
行
き
'協
力
を
求
め
た
｡

そ
の
結
果
鳥
取
藩
の
京
都
留
守
居
で
あ
る
､
山
田
宗
平
や
同
じ
く
鳥
取
藩
家
臣
の
野
村
義
左

(_6)

衛
門
と
計
り
'
鳥
取
藩
か
ら
維
新
政
府
へ
次
の
よ
う
な
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
｡

【史
料
-

】

播
州
新
宮

･
J

酸

､

池
田
右

近

将

監

同
州
屋
形

(
政

樹

)

池
田

鎗

三

郎

右
幣
藩
末
家
二
御
座
候
処
'
此
度
江
戸
表
二
罷
在
候
同
家
家
来
共
へ
在
所
江
引
取
申
度
､

迎
之
者
差
遣
候
こ
付
'
道
中
無
滞
罷
通
候
様
､

御
手
形
之
義
別
紙
両
通
願
書
指
上
申

候
'
宜
奉
願
候
､
以
上

こ
の
史
料
を
み
る
と
'
新
宮
池
田
家
だ
け
で
な
く
池
田
一
門
で
あ
る
屋
形
池
田
家
も
同
様

に

｢末
家
｣
と
し
て
鳥
取
藩
が
願
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
鳥
取
藩
の
協

力
の
甲
斐
も
あ
っ
て
､
即
日
手
形
を
渡
さ
れ
て
い
る
が
'
鳥
取
藩
と
岡
山
藩
が
相
談
し
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
'
池
田

一
門
に
対
し
て
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
が
協
力
し
て
問
題
の

･.;
I

解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

江
戸
で
は
､
二
月
二
一
日
に
頼
誠
と
同
役

(奥
詰
鉄
隊
頑
)
で
あ
っ
た
久
世
下
野
守
か
ら
､

(柑)

若
年
寄
の
浅
野
美
濃
守
へ
上
京
の
願
書
が
出
さ
れ
た
｡

【史
料
2

】

私
知
行
所
播
磨
国
揖
東
郡
之
内
こ
御
座
候
処
'
此
節
本
家
松
平
備
前
守
へ
預
ケ
相
成
候

趣
こ
付
'
右
備
前
守
井
本
家
松
平
因
幡
守
存
寄
を
も
相
尋
度
候
間
'
御
役

御
免
被
成

下
'
知
行
所
江
之
御
暇
被
下
置
候
様
､
此
段
奉
願
候
'
以
上

二
月

こ
の
時
点
で
は
新
宮
池
田
家
は
正
式
に
岡
山
藩
預
か
り
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

が
'
岡
山
藩
が
山
陽
道
鎮
撫
取
締
り
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
'
少
な
く
と
も
頼
誠
は
そ

【池
川
家
家
系
図
】

恒
興

七
葺

1

｡
代
略

)∩
紺

-

道
T
…
叩

痛

畔

頼
完
T

…
…
㍑

村

頼
-

池
川
家
】

読

去

代
略
)
ふ

孝
t

;;
…

[(:
削
絹

.?
,;
家
】

L

;

.･

.
I
.･

_
.

.

'-

i

:.

..

I.
.
.

長
吉
-

長
幸
-

長
信
-
八九
代
略
)-
長
春

(福
次
郎
)
【拝
原
池
田
家
】

輝
政

加

T

:

T

日

.
1
;

.I

.I

.

A..∴

∵

:
.

.二

元
-
-
女
了

(董
数
妻
)

竿

光
仲
-
(ln
代
略
Y
産
後

【鳥
取
藩
】

【福
本
藩

･
福
本
池
旧
家
】

(新
宮
へ
)

【屋
形
池
肘
家
】

ド.

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡

一
方
で
因
幡
守

(池
田
慶
徳
)
も

｢本
家
｣
と
呼
び
'

岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
方
と
意
見
交
換
を
し
た
い
と
の
考
え
を
も
っ
て
い
た
｡
こ
の
際
､
旧
幕

府
が
新
宮
池
田
家
に
は
本
家
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
こ
と
も
注
目
で
き

る
｡
そ
の
後
､
二
三
日
に
は
再
び
久
世
下
野
守
が
名
代
と
し
て
西
丸
へ
出
仕
し
､
帰
国
を
許

さ
れ
た
｡

二
五
日
'
京
都
に
向
け

一
向
は
江
戸
を
出
発
し
た
｡
途
中
あ
ら
か
じ
め
新
宮
へ
遣
わ
さ
れ

た
新
宮
池
田
家
の
分
家
で
あ
る
池
田
農
夫
也
と
山
村
勘
六
に
合
流
し
た
｡農
夫
也
は
同
行
L
t

勘
六
は
そ
の
ま
ま
江
戸
に
向
か
っ
た
.

一
向
は
そ
の
後
東
海
道
か
ら
美
濃
路
を
経
て
'
三
月

二
日
に
大
津
へ
到
着
し
た
｡
こ
こ
で
富
田
敬
輔
は
あ
ら
か
じ
め
京
都
に
て
｢帰
国
掛
｣

と
し
て
､

/i)

岡
山

･
鳥
取
両
藩
と
折
衝
し
て
い
た
者
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
た
｡
残
念
な
が
ら

'
具
体

(21)

的
に
ど
の
よ
う
な
運
動
を
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
ず
農
夫
也
が
上
京
L
t
頼
誠
達

も
後
か
ら
岡
山
藩
邸
へ
出
向
き
､
藩
留
守
居
沢
井
宇
兵
衛
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
｡
ま

∴
∵

た
京
都
で
の
一
向
の
旅
宿
も
決
ま
っ

た

｡

(2
)
京
都
で
の
諸
手
続
き

翌
三
日
頼
誠
は
両
家
の
留
守
居
と
改
め
て
会
い
､
協
力
を
要
請
し
た
｡
ま
た
新
宮
か
ら
は

家
臣
の
冨
井
周
蔵
や
横
井
孝
之
助
ら
が
上
京
し
て
き
た
｡
こ
の
う
ち
､
周
蔵
は
御
用
向
も
あ
っ

I:(.,

て
帰
国
､
孝
之
助
は
京
都
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
同
日
の
う
ち
に
､
岡
山
藩
の
留
守
居
か

ら
頼
誠
の
願
書
が
､
沢
井
宇
兵
衛
の
添
書
と
と
も
に
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
｡
こ
の
願
書
で

(32)



は
､
後
に
頼
誠
の
江
戸
出
立
の
日
に
ち
の
記
載
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
､
大
き

な
問
題
に
も
な
ら
ず

(公
式
に
は
誤
っ
た
日
時
で
最
後
ま
で
通
し
た
よ
う
で
あ
る
)t

l
〇

日
に
改
め
て
沢
井
か
ら
頼
誠
が

1
1
日
に
参
内
し
た
い
旨
を
朝
廷
側
に
提
出
し
た
｡

二

日

は
無
理
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
一
一
日
に
は
弁
事
役
所
よ
り
使
者
が
参
り
'
翌

二

一日
に
太
政

官
代
へ
出
頭
す
る
べ
き
旨
の
書
状
を
請
け
と
っ
て
い
る
｡
当
日
出
頭
し
た
保
太
郎
が
維
新
政

3牲爪

府
側
と
興
味
深
い
や
り
と
り
を
し
て
い
る
｡

【史
料
3

】

右
二
付
'
備
州
様
江
御
案
内
勇
参
り
高
々
承
合
､
且
明
日
出
仕
二
付
､
壱
人
同
行
相
願

可
申
'
都
合
之
処
'右
御
附
礼
済
こ
而
'
小
太
郎
義
書
調
可
持
参
致
度
候
其
段
申
達
候
処
'

程
克
承
知
こ
付
'
翌
十
二
日
雷
鳴
同
道
二
而
太
政
宮
代
二
条
御
成
也
､
右
江

｢布
衣
着

保
太
郎
｣
出
仕
候
処
'
富
嶋
小
太
郎
御
先
方
御
用
向
二
両
､
外
席
に
罷
在
候
節
､
右
宮

代
招
所
二
而
御
使
番
山
田
庄
蔵
と
申
人
候
而
､
御
本
家
之
有
無
井
二
御
大
名
哉
受
代
寄

合
か
､
又
ハ
御
旗
本
哉
御
方
之
処
'
且
又
御
国
之
処
何
方
と
申
尋
二
付
､
御
知
行
所
ハ

(ママ
)

新
宮
斗
二
も
無
之
'
高
名
目
も
如
何
左
近
未
領
知
と
唱
候
も
掛
念
致
'
因
州
様
も
御
本

家
二
御
座
候
へ
と
も
'
備
州
様
之
方
重
候
旨
と
斗
申
義
､
是
ハ
前
書
因
州
様
二
両
御
手

形
御
願
被
下
手
続
も
有
之
'
勇
備
州
様
事
を
申
立
候
両
も
如
何
と
存
中
二
而
､
再
考
之

上
申
答
候
様
'
右
品
を
尋
候
廉
之
答
も
有
之
こ
付
'
済
書
所
望
二
任
せ
不
得
止
事
､
左

之
通
認
相
渡
し
候
事
､
尤
因
州
様
ハ
認
候
二
不
及
旨
先
方
任
申
候
事
'池

田
備
前
守
分
家

高
三
千
石

池
田
右
近
将
監

陣
屋
播
州
揖
東
郡
新
宮
二
而
'
是
迄
定
府
二
御
座
候
処
'
何
事
も
本
家
江
依
頼
罷

在
､
此
度
上
京
仕
候
義
二
御
座
候
､

右
山
田
庄
蔵
落
手
'
尤
全
々
同
人
手
覚
候
由
也
'

維
新
政
府
側
か
ら
本
家
の
有
無
を
尋
ね
ら
れ
た
際
'
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
両

方
を
本
家
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
､
あ
ま
り
岡
山
藩
の
ほ
う
を
表
に
出
す
の
は
ど
う
か
と
問
題

に
な
っ
て
い
る
｡
だ
が

｢因
州
様
ハ
認
候
こ
不
及
旨
｣
と
あ
り
'
ま
た
維
新
政
府
側
の
意
見

を
取
り
入
れ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
'
最
終
的
に

｢池
田
備
前
守
分
家
｣
と
し
て
､
維
新
政
府

に
調
書
を
提
出
し
た
｡
維
新
政
府
と
し
て
も
二
つ
も
本
家
が
あ
る
事
情
は
理
解
し
に
く
か
っ

た
の
だ
ろ
う
｡
旧
幕
府
に
願
書
を
提
出
し
た
際
に
は
岡
山

･
鳥
取
両
藩
と
も

｢本
家
｣
と
記

入
し
て
も
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
｡

三
月

一
五
日
に
は
'
こ
れ
ま
で
色
々
と
気
を
遣
っ
て
く
れ
た
岡
山
藩
主
池
田
茂
政
が
引
退

し
､
岡
山
支
藩
で
あ
る
鴨
方
藩
主
池
田
政
詮
が
家
督
を
相
続
し
た
が

(章
政
と
改
名
)
､
翌

日
に
は
頼
誠
が
早
速
お
歓
び
と
し
て
出
か
け
て
い
る
｡
こ
の
日
は
会
え
な
か
っ
た
が
､

1
九

日
に
改
め
て
章
政
に
対
顔
し
た
｡
こ
の
前
日
に
は
章
政
が
侍
従
に
昇
進
し
て
い
た
の
で
'
そ

-.JP

の
お
祝
い
も
兼
ね
て
い

た

｡

翌
月
に
は
'
新
宮
池
田
家
を
岡
山
藩
預
か
り
に
す
る
運
動
が
本
格
化
す
る
｡

【史
料
4
】

一
同
月
十

三
日
右
権
次
郎
'
御
旅
宿
江
入
来
候
節
､
御
在
所
新
宮
江
龍
野
に
而
播
州

御
取
締
御
取
扱
こ
も
相
成
候
由
を
以
､
村
高
郷
村
帳
等
差
出
し
候
様
文
通
二
付
､
答

之
趣
且
又
右
こ
付
岡
山
表
江
御
間
合
等
も
仕
居
候
､
取
斗
振
且
又
何
卒
寓
端
御
本
家

様
二
而
'
御
進
退
被
下
候
様
御
願
出
し
候
義
相
願
候
処
､
右
願
書
同
十
五
日
御
差
出

し
こ
相
成
､
同
廿
日
御
附
札
こ
而
願
之
通
り
被
仰
出
己
来
正
面
備
州
様
二
両
御
取
締

相
成
候
二
付
'
龍
野
表
二
関
東
之
義
ハ
無
之
旨
権
次
郎
よ
り
左
之
通
之
写
書
面
差
添

中
越
候
事

写
在
所
播
磨
国

揖
東
郡
新
宮

一
高
三
千
石

池
田
右
近
将
監

右
は
信
濃
守

(章
政
)
末
家
二
両
､
兼
而
勤

王
之
志
摩
御
座
候
処
'
今
般
御

1
新

二
付
､
奉
伺

天
機
度
二
月
廿
二
日
江
戸
表
出
立
'
三
月
二
日
御
当
地
江
参
着
仕
候

段
は
､
其
節
御
屈
申
上
候
義
二
御
座
候
､
右
領
地
之
義
ハ
先
達
而
幣
藩
よ
り
取
調
証

書
井
領
地
目
録
共
指
出
置
申
候
'
然
る
は
､
同
人
義
何
分
之

御
沙
汰
被
為
在
候
迄
､

右
領
地
其
侭
幣
清
江
取
締
被

仰
付
置
候
得
は
､
難
有
仕
合
奉
存
候
'
此
段
奉
願
候

様
'
信
濃
守
申
付
候
､
宜
様
奉
希
上
候
'
以
上

備
前
侍
従
内
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四
月
十
五
日

沢
井
権
次
郎

四
月

二
二
日
に
ま
ず
沢
井
権
次
郎

(沢
井
宇
兵
衛
の
息
子
)
が
頼
誠
の
宿
舎
を
訪
れ
て
､

龍
野
に
て
播
州
の
取
締
り
が
な
さ
れ
､村
高
郷
村
帳
を
差
し
出
す
べ
き
旨
通
達
し
て
き
た
が
'

そ
の
際
に
新
宮
領
を
岡
山
藩
が
取
扱
う
よ
う
頼
誠
が
頼
ん
だ
､
と
あ
る
｡
ま
た
そ
れ
に
従
っ

て
'
岡
山
藩
か
ら
も
領
知
の
沙
汰
が
あ
る
迄
新
宮
を
取
り
扱
う
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
が
伺

rj-
I

え

る

｡
背
景
に
は
､
こ
の
時
期
龍
野

･
赤
穂
両
藩
が
近
隣
の
田
安

･
T
橋
領
や
会
津
役
知
'
さ
ら

(27)

に
旗
本
領
を
取
り
締
ま
る
よ
う
維
新
政
府
よ
り
通
達
さ
れ

た

が

'
引
き
続
き
関
係
の
深
い
岡

山
藩
附
属
に
し
て
欲
し
い
と
の
'
新
宮
池
田
家
側
の
考
え
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
維
新
政
府

側
も
本
家
で
あ
る
岡
山
藩
の
預
か
り
を
続
け
る
こ
と
で
'
大
き
な
混
乱
が
起
き
な
い
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
結
果
維
新
政
府
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い

(28)
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
岡
山
藩
-
新
宮
池
田
家
の
つ
な
が
り
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
｡

ま
た
'
先
月
に
章
政
が
大
坂
へ
行
く
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
'
そ
の
後
大
坂
の
章
政
か
ら
'

権
次
郎
を
通
じ
て
当
分
滞
京
の
心
積
も
り
を
す
る
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
際
岡
山

と
鳥
取
へ
家
臣
を
派
遣
す
る
こ
と
も
見
合
わ
せ
て
い
る
が
'
こ
れ
も
岡
山
藩
側
の
指
摘
に
よ

(29)
る

｡

岡
山
藩
は
と
も
か
く
'
鳥
取
藩
に
使
者
を
出
さ
な
い
と
い
う
の
は
'
鳥
取
藩
へ
の
依
存

度
の
低
さ
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
鳥
取
藩
で
は
こ
の
こ
ろ
福
本
池
田
家
を

｢諸

侯
列
｣
に
引
き
あ
げ
る
べ
く
､
運
動
を
す
す
め
て
い
た
｡
鳥
取
藩
池
田
家
か
ら
見
て
､
福
本

池
田
家
は
鳥
取
藩
か
ら
分
知
さ
れ
て
成
立
し
た
家
と
見
な
さ
れ
て
お
り
'
同
じ
池
田
一
門
で

1
p

も
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
に
依
存
す
る
家
の
差
が
表
れ
て
い

た

｡

閏
四
月
l
〇
日
に
は
章
政
が
上
京
し
､
頼
誠
は
対
顔
し
た
o
同
二
四
日
に
は
農
夫
也

･
保

太
郎
が
岡
山
藩
家
臣
江
見
陽
之
進
の
も
と
へ
出
向
き
'
頼
方
他
江
戸
に
い
る
人
々
の
江
戸
引

払
い
な
ど
の
件
に
つ
い
て
相
談
を
行
っ
て
い
る
｡

五
月

一
三
日
'
元
高
家
衆
の
中
条
左
衛
門
督
た
ち
か
ら

T
五
日
に
参
朝
す
べ
き
旨
の
書
状

(31)

が
到
来
し
た
｡
そ
の
際
｢御
本
家
様
へ
御
願
候
御
附
属
等
有
之
候
様
之
取
斗
｣
と
あ
る
が
'
｢御

本
家
様
｣
と
は
岡
山
藩
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡

一
五
日
頼
誠
は
参
朝
し
､
無
事
領
知
安
堵
の

朱
印
状
を
交
付
さ
れ
た
｡

一
七
日
に
は
再
び
参
朝
し
､
誓
文
を
提
出
し
て
い
る
｡
こ
の
際
元

高
家
衆
や
元
旗
本
に
対
し
徳
川
時
代
の
朱
印
状
を
残
さ
ず
提
出
し
'
又
改
め
て
詳
し
い
村
高

を
調
べ
て
提
出
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
際
頼
誠
は
'
今
後
も
岡
山
藩
附
属
に
な
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
｡
こ
の

段
階
で
す
で
に
岡
山
藩
の

｢取
締
｣
に
な
っ
て
い
た
が
､
こ
こ
で
は
半
永
久
的
な
も
の
を
目

標
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
本
領
安
堵
さ
れ
る
な
ど
今
が
｢機
会
哉
｣
と
い
う
こ
と
だ
っ

=㌧､

た
の
だ
ろ
う
｡

二
〇
日
に
は
弁
事
方
役
所
へ
出
向
し
､
必
要
書
類
を
提
出
し
た
｡
こ
の
書
類
も
岡
山
藩
と

相
談

し
て
作
成
し
て
い
る
｡
同
日
に
は
石
高
に
あ
わ
せ
た
軍
資
金

(新
宮
は
年
に
三
回
割
､

一
回
は
三
〇
両
で
合
計
九

〇
両
に
な
る
)
を
支
払
う
よ
う
岡
山
藩
留
守
居
に
指
示
さ
れ
､
陸

軍
局
に
支
払
っ
て
い
る
｡

二
一
日
に
章
政
が
参
朝
し
た
さ
い
､
岡
山
藩
か
ら
次
の
よ
う
な
願
書
が
出
さ
れ
た
｡
こ
れ

(33)

は

一
七
日
の
件
と
関
連
が
あ
る
｡

【史
料
5

】

私
末
家
池
田
右
近
将
監
'
池
田
鎗
三
郎
､
池
田
福
次
郎

(長
春
)
義
'
本
領
安
堵
之
御

朱
印
頂
戴
仕
'
難
有
仕
合
奉
存
候
'
就
而
は
'
弥
以
為
尽
精
忠
度
志
願
こ
御
座
候
､
然

ル
処
､
何
も
小
身
微
力
之
者
二
候
間
､
迫
も
独
立
之
御
奉
公
難
相
勤
候
様
奉
存
候
'
何

卒
私
附
属
二
両
御
奉
公
相
勤
候
様
'
為
仕
度
奉
存
候
､
且
帰
邑
仕
候
節
､
為
御
用
伺
家

来
共
御
当
地
へ
指
置
候
筈
二
候
得
共
'
何
分
中
家
之
義
二
付
'

御
用
等
之
節
は
私
家

来
共
迄
御
沙
汰
被
為
在
候
様
仕
度
奉
存
候
'
此
段
只
管
奉
願
候
､
宜
様
奉
願
候
､
以
上

五
月

御
官
名

こ
こ
で
は
頼
誠
の
他
に
､
屋
形
池
田
家
の
池
田
政
樹
､
井
原
池
田
家
の
池
田
長
春
両
名
の

名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
う
ち
屋
形
池
田
家
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り

も
と
も
と
は
福
本
池
田
家
の
分
家
で
あ
り
'
鳥
取
藩
側
か
ら
す
れ
ば
､
福
本
池
田
家
と
鳥
取

･〓

藩
池
田
家
の
関
係
が
深
い
以
上
､
屋
形
池
田
家
も
自
身
が
引
き
取
る
こ
と
を
考
え
て
い

た

｡

岡
山
藩
池
田
家
側
と
鳥
取
藩
池
田
家
側
の
池
田
一
門
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
が
う
か
が
え

る
｡結

局
同
月
二
八
日
に
は
維
新
政
府
は
'
旧
幕
府
の
家
格
等
を
廃
止
L
t
中
大
夫

(高
家

･

交
代
寄
合
)､
下
大
夫

(寄
合

･
両
番
庸

一
〇
〇
〇
石
以
上
)､
上
席

(席
々
の
一
〇
〇
石
ま

で
)
と
再
構
成
し
た
う
え
で
､旧
旗
本
の
領
地

の
民
政
は
近
隣
の
府
県
管
理
と
な
っ
て
い
る
｡
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こ
の
う
ち
新
宮
池
田
家
領
は
設
置
ま
も
な
い
兵
庫
県
が
ひ
き
う
け
る
こ
と
に
な

り

､

新
宮
池

田
家
は
独
自
に
領
地
を
治
め
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
｡

六
月
三
日
に
は
'
岡
山
藩
留
守
居
よ
り
章
政
が
帰
国
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
｡
そ
こ
で

同
日
の
う
ち
に
'
太
刀
馬
代
金
を
献
上
し
た
｡

新
宮
池
田
家
と
し
て
在
京
期
間
も
次
第
に
長
く
な
り
'
帰
邑
の
時
期
も
問
題
に
な
っ
た
｡

そ
こ
で
岡
山
藩
側
と
相
談
の
上
'
弁
事
役
所
へ
願
書
を
改
め
て
提
出
し
た
｡
帰
邑
願
い
と
や

は
り
岡
山
藩
附
属
を
願
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
際
鳥
取
藩
に
は

｢京
着
後
之
手
続
ハ
御
出
勤

又
は
御
使
者
二
而
御
留
守
居
中
迄
'
夫
々
晒
し
候
事
こ
而
､
右
御
附
属
候
処
'
兼
而
備
州
横

江
御
願
込
之
義
申
置
有
之
事
也
｣
と
､
岡
山
藩
附
属
に
な
る
よ
う
運
動
し
て
い
た
こ
と
を
､

/1∴
.

あ
ら
か
じ
め
留
守
居
な
ど
を
通
じ
て
知
ら
せ
て
い

た

｡

願
書
の
要
点
を
述
べ
る
と
､
｢商
事
別
而
不
調
之
義
二
御
座
候
間
'
何
卒
下
先
帰
邑
被

仰
付
候
様
仕
度
奉
願
候
義
二
御
座
候
｣
と
'
と
り
あ
え
ず
は
新
宮
へ
戻
り
た
い
と
の
こ
と
で

あ
り
､
今
後
の
奉
公
に
つ
い
て
も
'
｢何
事
も
御
本
家
様
江
御
附
属
相
願
候
而
'
進
退
仕
度
､

御
当
地
御
用
向
等
在
邑
罷
在
候
節
ハ
'
別
而
御
本
家
様
こ
而
常
々
御
取
扱
別
段
家
来
等
在
京

こ
不
及
旨
'
兼
而
御
含
も
被
成
下
置
候
通
り
二
尚
奉
願
候
'
身
分
之
義
ハ
､
在
所
播
州
新
宮

二
定
住
罷
在
､
柳
銃
隊
等
も
組
立
置
度
､
且

御
用
之
節
ハ
元
よ
り
平
常
之
処
ハ
其
御
模
様

こ
応
し
上
京

天
機
等
奉
伺
'
在
邑
之
㈲
ハ
､
於
土
地
身
分
相
応
之
御
奉
公
向
も
被

仰
付

候
様
奉
志
願
候
義
こ
御
座
候
｣
と
'
必
要
な
ら
ば
上
京
す
る
が
'
本
家
に
附
属
の
か
た
ち
で

新
宮
に
留
ま
り
な
が
ら
奉
公
を
続
け
た
い
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
の
上
で

｢当
節
之
御
場
合
自

然
不
行
届
等
之
義
も
御
座
候
而
は
､

朝
廷
江
奉
対
恐
入
而
巳
な
ら
す

両
御
本
家
様
迄
之

御
尊
名
こ
も
拘
り
義
と
'
其
通
之
心
痛
も
不
少
｣
と
'
朝
廷
や
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
池
田
家

に
迷
惑
が
か
か
る
と
も
記
し
て
い
る
｡

同
二
七
日
に
は
新
宮
へ
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
'

一
端
延
期
と
な
っ
た
｡
し
か
し
'
翌

七
月
三
日
に
椎
新
政
府
に
誓
詞
を
出
し
た
後
'
四
日
に
は
新
宮
へ
戻
っ
た
後
の
こ
と
に
つ
い

て
維
新
政
府
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
､
こ
れ
は
誓
詞
を
出
す
た
め
に
延
期
し

た
だ
け
で
あ
ろ
う
｡

維
新
政
府
か
ら
の
連
絡
と
は
'
京
都
に
家
臣
を

一
人
連
絡
係
と
し
て
残
す
よ
う
に
と
の
こ

(37)

と
で
あ
っ
た
が
'
こ
こ
で
も
岡
山
藩
の
留
守
居
が
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
こ
う
し

て
新
宮
池
田
家
は
帰
邑
後
も
岡
山
藩
と
の
関
係
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

同
八
日
'
下
大
夫
へ
の
心
得
と
し
て
触
頭
よ
り
伺
書
が
来
た
｡
そ
の
中
に
は
道
中
の
人
馬

の
規
則
が
記
さ
れ
て
い
た
が
､
早
退
で
新
宮
に
戻
り
た
い
新
宮
池
田
家
に
と
っ
て
は
障
害
で

あ
っ
た
ら
し
く
､
岡
山
藩
と
相
談
し
'
維
新
政
府
に
も
相
談
し
て
特
例
の
許
可
を
得
て
い
る
｡

ま
た
同
日
に
は
､
維
新
政
府
軍
の
姫
路
遠
征
の
際
に
､
新
宮
池
田
家
が
献
上
を
予
定
し
て
い

た
米
三
百
石
が
保
留
に
な
っ
て
い
た
件
で
'
岡
山
藩
よ
り
再
度
献
上
し
た
い
と
の
願
い
が
維

新
政
府
へ
提
出
さ
れ
た
｡
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
新
宮
池
田
家
で
は
'
岡
山
藩
か
ら
予
め
書
類
の

下
案
を
も
ら
っ
た
上
で
､

一
〇
日
に
三
〇
〇
石
の
代
わ
り
に
金
千
両
を
提
出
し
た
0

こ
の
後
､
改
め
て
頼
誠
は
新
宮
へ
の
帰
参
が
許
さ
れ
た
｡
出
立
の
日
を

二
二
日
と
決
め
'

前
日
の
一
二
日
に
は
岡
山
･
鳥
取
藩
両
屋
敷
を
訪
れ
'
お
礼
を
し
た
あ
と
触
頭
が
参
朝
し
､

I:/Jp

正
式
に
受
理
さ
れ

た

｡

以
上
'
京
都
で
の
新
宮
池
田
家
の
運
動
を
見
て
き
た
が
'
新
宮
池
田
家
は
岡
山
藩
の
協
力

を
得
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
た
だ
し
当
初
は
鳥
取
藩
の
協
力
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
､
岡
山

藩
と
鳥
取
藩
が
合
同
で
池
田
一
門
の
援
助
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

京
都
到
着
後
に
岡
山
藩
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
'
岡
山
藩
附
属
に
な
る
よ
う

運
動
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
岡
山
藩
が
山
陽
道
鎮
撫
取
締
を
行
っ
た
こ
と
や
､

維
新
政
府
と
の
折
衝
で
岡
山
藩
と
鳥
取
藩
の
両
方
を

｢本
家
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
取
り
上
げ
ら

れ
'
そ
の
後
に
岡
山
藩
池
田
家
の
分
家
と
し
て
書
類
を
提
出
し
た
こ
と
が
多
少
影
響
し
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
､
も
と
も
と
新
宮
池
田
家
は
鳥
取
藩
池
田
家
よ
り
岡
山
藩
池
田
家

と
の
関
係
が
強
く
､
結
局
岡
山
藩
池
田
家
の
分
家
と
提
出
し
た
の
だ
ろ
う
｡
維
新
政
府
と
の

折
衝
で
､
結
果
的
に
新
宮
池
田
家
が
岡
山
藩
寄
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
'
福
本
池
田
家
は
鳥
取
藩
の
援
助
で
藩
に
復
帰
し
､
屋
形
池
田
家
は
岡
山
藩

･
鳥
取

藩
の
両
方
の
協
力
を
得
な
が
ら
､
運
動
を
進
め
て
い
る
｡
池
田
一
門
に
よ
り
､
そ
の
進
め
方

が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
が
'
特
に
屋
形
池
田
家
は
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
が
と
も
に
自
ら
の
附

属
に
な
る
べ
く
運
動
を
す
す
め
て
お
り
､
新
宮
池
田
家
以
上
に
微
妙
な
立
場
に
い
る
家
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

二
幸

新
宮
弛
M
家
の
蕗
棉
昇
進
運
動

次
に
頼
誠
の
藩
列
へ
の
昇
進
運
動
を
事
例
に
､
三
者
の
関
係
を
検
討
す
る
｡
こ
の
昇
進
運

動
に
つ
い
て
は
'
先
述
の
と
お
り

『播
磨
新
宮
町
史
』
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
'
藩
に
昇
進
す

る
た
め
に
必
要
な
石
高
の
不
足
分
は
､
岡
山
藩
が
自
ら
の
藩
領
か
ら
補
う
よ
う
に
計
画
さ
れ

(35)



､
L
,

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る

が

'
鳥
取
藩
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
鳥
取
藩
か

ら
の
視
点
を
入
れ
る
こ
と
で
新
し
い
見
方
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
｡

無
事
に
頼
誠
が
新
宮
に
着
い
た
後
'
明
治
元
年

二

月

一
一
日
付
で
､
鳥
取
藩
主
地
田
慶

､小､

徳
へ
頼
誠
自
身
の
書
状
が
届
い

た

｡
要
点
を
紹
介
す
る
と
､
｢先
月
廿
八
日
'
於
東
京
府
､

中
大
夫
以
下
之
面
々
東
京
定
府
被
仰
付
候
旨
｣
と
中
大
夫
以
下
の
東
京
転
住
が
命
ぜ
ら
れ
た
｡

本
領
を
安
堵
さ
れ
､
家
臣
の
移
住
に
つ
い
て
も
義
父
頼
方
が
病
の
た
め
東
京
に
い
る
の
で
多

少
は
残
し
て
い
る
が
､
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
終
わ
り
｢最
早
安
心
之
場
合
と
｣考
え
て
い
た
の
に
'

｢又
々
前
文
之
通
弥
被
仰
出
候
上
は
'是
迄
之
心
配
も
更
二
其
甲
斐
無
御
座
は
申
迄
も
無
之
｣
'

ま
た
春
か
ら
の
軍
役
や
滞
京

･
家
来
の
引
越
し
や
新
宮
で
の
仮
住
ま
い
な
ど
で
出
費
が
か
さ

ん
で
お
り
､
｢
一
分
出
府
之
儀
は
兎
も
角
も
家
族
家
来
二
至
迄
召
連
候
手
段
術
計
も
更
こ
尽

果
'
如
何
共
可
仕
様
無
御
座
｣､
家
族

･
家
来
と
も
生
き
て
い
け
ず
､
ま
た
風
聞
な
が
ら
蔵

米
扱
い
に
な
る
と
聞
き
'
｢元
和
年
中
よ
り
之
旧
領
墳
墓
に
も
相
放
｣'
そ
う
な
る
と
春
か
ら

の
努
力
も
無
駄
に
な
り

｢悲
歎
之
外
無
御
座
候
｣
と
心
情
を
示
し
た
｡
そ
れ
で
岡
山
に
も
同

様
に
御
願
い
し
､
｢両
御
本
家
様
被
仰
合
､
御
救
助
奉
願
度
､
不
顧
恐
奉
上
書
度
'
如
斯
御

座
候
｣
と
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
の
協
力
を
求
め
た
｡
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
の
歎
願
の
口
上
で
は

｢既
二
祖
先
は
則
藩
列
二
有
之
儀
に
も
御
座
候
間
､
何
卒
右
辺
を
以
て
､
御
復
古
之
御
場
合
'

藩
列
二
被
為
加
被
成
下
候
様
奉
懇
願
候
間
｣
と
藩
へ
の
復
帰
を
考
え
て
お
り
､
藩
格
昇
進
後

も

｢内
実
勤
兼
候
廉
は
御
両
家
様
こ
て
御
助
成
被
為
成
下
候
様
'
奉
願
度
儀
二
御
座
候
｣
と

岡
山
藩

･
鳥
取
藩
か
ら
の
経
済
的
な
援
助
も
求
め
て
い
る
｡

こ
れ
を
う
け
て
'
慶
徳
は
東
京
在
住
で
分
家
の
池
田
徳
樫
に
頼
誠
他
旧
旗
本
池
田
家
の
東

･=

京
転
住
が
な
い
よ
う
維
新
政
府
に
働
き
か
け
る
よ
う
連
絡
し
'
頼
誠
に
返
書
を
し
た
｡

内
容
は
自
身
が
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
､
｢東
京
こ
て
既
二
被
仰
出
は
有
之
候
共
､
本

人
え
達
し
無
之
上
は
'
進
退
不
及
掛
念
'
其
侭
在
邑
こ
て
不
苦
'
右
辺
こ
心
得
候
て
宜
敷
旨
｣

と
い
う
こ
と
で
'
と
り
あ
え
ず
は
新
宮
に
留
ま
れ
る
旨
を
知
ら
せ
た
｡
た
だ
藩
列
に
加
わ
る

こ
と
は

｢近
来
段
々
願
人
多
く
'
実
は
其
筋
に
て
も
甚
夕
評
議
六
ケ
敷
被
察
候
間
｣
と
同
様

の
願
い
が
多
く
､
難
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
新
宮
池
田
家
は
同
時
に
岡
山
藩
へ
も
使
者
を
出
し
て
い
る
｡
岡
山
藩
は
新
宮

の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
す
で
に
運
動
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
｡
し
か
し
慶
徳
は
茂
政
に
対

I--･l

し
'
書
状
を
認
め
て
岡
山
藩
家
臣
江
見
陽
之
進
へ
渡
し
'
反
対
の
意
思
を
示
し
て
い
る
｡

ま
ず

｢新
宮
之
儀
は
､
既
二
三
千
石
余
高
を
以
本
領
安
堵
相
済
候
上
之
儀
､
且
又
､
両
家

よ
り
分
地
之
儀
､

一
向
二
例
も
無
之
'
其
上
近
頃
交
代
寄
合
之
向
､
段
々
落
屑
列
相
願
､
実

は
太
政
官
之
取
調
も
内
々
承
試
候
処
､
何
レ
議
事
二
可
相
成
｣
と
､
す
で
に
新
宮
は
本
領
を

安
堵
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
両
家
よ
り
の
分
地

(知
)
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
､
ま
た
交

代
寄
合
の
藩
昇
格
に
は
い
ず
れ
太
政
官
内
で
議
事
に
な
る
だ
ろ
う
な
ど
の
見
方
を
示
し
'
ま

た
こ
れ
ら
東
京
転
住
は
東
京
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
､
末
だ
直
接
に
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら

ず
､
｢勇
以
当
地
こ
て
は
急
々
之
事
二
は
参
間
敷
｣
こ
と
で
あ
り
'
｢諸
侯
列
之
儀
は
折
枯
被

願
候
て
も
成
就
之
程
如
何
可
有
之
か
'
夫
よ
り
東
京
移
住

一
卜
先
延
引
之
策
'
却
て
急
務
か

と
奉
存
候
｣
と
藩
列
に
加
わ
る
こ
と
の
運
動
に
は
基
本
的
に
反
対
で
あ
り
､
東
京
移
住
を
引

き
延
ば
す
の
が
必
要
と
訴
え
て
い
る
｡

内
容
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
新
宮
池
田
家
に
宛
て
た
も
の
と
変
わ
ら
な
い
が
､
二
つ
の
家
か
ら

分
知

(也
)
は
例
が
な
い
､
と
い
う
点
が
注
目
で
き
る
｡
こ
れ
は
新
宮
池
田
家
か
ら
の
願
書

の
内
容
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
い
う
理
由
も
あ
ろ
う
が
､
こ
の
点
は
後
で
検
討
し
た
い
｡

1
万
頼
誠
は
同
年

〓

1月
四
日
に
岡
山
へ
行
き
'
六
日
に
岡
山
城
へ
登
城
し
た
､
そ
こ
で

｢(中
略
)
滞
留
中
殊
遇
ヲ
辱
ス
｣
と
あ
る
が
'

一
連
の
運
動
に
つ
い
て
も
話
し
合
っ
た
と
考

(S･)

え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
同
月

一
七
日
岡
山
を
出
発
し
'
同
月
二
〇
日
に
新
宮
へ
戻
っ
て
い
る
｡

同
月
二
二
日
､
岡
山
藩
家
臣
に
は
江
見
陽
之
進
が
再
び
上
京
し
て
､
鳥
取
藩
邸
を
訪
れ
て

慶
徳
宛
の
茂
政
の
書
状
を
持
参
し
て
き
た
｡
内
容
は

｢最
早
貴
君
方
こ
て
御
扶
助
と
し
て
米

金
只
今
被
遣
候
儀
御
六
ケ
敷
御
座
候
得
は
､
平
常
之
処
は
於
当
方
も
従
来
不
勝
手
之
処
'
猶

又
当
春
よ
り
入
費
多
く
有
之
候
故
'
十
分
之
扶
助
は
行
届
不
申
候
得
共
､
不
外
同
家
之
事
故
､

万

T
立
行
不
申
候
様
取
向
候
て
は
､
参
議
公

(輝
政
の
こ
と
か
)
え
奉
対
不
相
済
候
間
､
勝

手
方
役
人
共
は
甚
難
渋
二
申
出
候
得
共
'
不
得
止
候
儀
故
'
断
然
少
々
扶
助
遣
候
て
､
万
石

高
二
相
願
候
処
二
決
定
仕
候
｡
尤
此
後
公
務
筋
之
儀
二
付
願
出
候
節
は
､御
扶
助
被
成
遺
度
､

又
常
備
兵
等
出
兵
之
節
も
器
械
人
員
等
御
互
二
相
助
遣
候
仕
度
｣
と
鳥
取
藩
の
協
力
を
求
め

る

一
万
㌧
｢
一
切
御
不
同
憲
二
被
為
在
候
共
､
此
侭
こ
て
相
止
候
訳
に
も
無
之
儀
故
'
成
否

二
不
拘
願
立
候
心
得
二
御
座
候
間
'
何
卒
御
戦
力
之
程
奉
希
候
｣
と
鳥
取
藩
側
が
反
対
し
て

I;

も
運
動
を
行
う
旨
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
｡
と
は
い
え
､
財
政
面
か
ら
家
臣
側
は
困
難
な

こ
と
を
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
'
岡
山
藩
と
し
て
も
積
極
的
に
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
｡

明
治
二
年
正
月
五
日
に
､
改
め
て
陽
之
進
が
茂
政
と
そ
の
義
父
慶
政
の
願
書
を
も
っ
て
慶

徳
の
も
と
を
訪
れ
て
お
り
'
こ
の
件
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
｡
鳥
取
藩
側
と
し
て
も
茂
政
･

慶
政
た
っ
て
の
出
願
と
い
う
こ
と
で
'
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
く
､
ま
た
仮
に
烏

(36)



取
藩
が
反
対
し
て
も
岡
山
藩
は
独
自
で
運
動
を
行
う
こ
と
を
決
め
て
お
り
､
石
高
不
足
分
は

岡
山
藩
側
だ
け
で
補
う
意
思
が
伺
え
､
岡
山

･
鳥
取
両
港
か
ら
分
知
し
た
事
例
は
な
い
､
と

(45)

い
う
反
対
理
由
が
な
く
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
｡
慶
徳
は
正
月
七
日
付
で
の
茂
政

･
慶
政

(46)

連
名
の
願
書
を
､
自
身
の
願
書
を
添
え
て
弁
事
役
所
に
提
出
し
た
｡

同
二
八
日
に
は
､
今
度
は
東
京
か
ら

一
〇
日
付
で
章
政
の
書
状
が
慶
徳
へ
届
け
ら
れ
て
い

る
｡
し
か
し
､
｢此
度
之
右
近
将
監
之
儀
は
､
実
は
分
家
も
壱
人
は
小
供
之
儀
､
丹
波
守
は

不
快
勝
故
'
勇
願
候
儀
二
は
御
座
候
得
共
'
朝
廷
之
儀
御
聞
済
二
相
成
候
哉
難
計
'
僕
在
職

中
こ
て
は

一
入
心
配
仕
候
｡
先
は
万
々
如
斯
御
座
候
｣
と
'
自
身
の
分
家
側
の
事
情
も
あ
っ

3紬爪

て
'
藩
格
へ
の
昇
進
運
動
が
う
ま
く
い
く
か
不
安
を
持
っ
て
い
た
｡

そ
の
後
も
茂
政
か
ら
今
回
の
件
に
つ
い
て
御
礼
の
書
状
が
来
る
等
､
運
動
が
進
む
か
の
よ

う
に
見
え
た
が
'
結
局
当
時
の
政
情
に
よ
っ
て
進
展
し
な
く
な
っ
た
｡
二
月
二
四
日
に
'
茂

(48)

政
か
ら

一
九
日
付
で
次
の
よ
う
な
書
状
が
届
い
た
｡

【史
料
6

】

別
紙
申
上

候
｡
旧
冬
江
見
陽
之
進
上
京
為
仕
候
節
'
末
家
右
近
将
監
儀
､
御
配
意
被
成

下
候
御
礼
中
上
候
御
挨
拶
被
仰
下
候
て
､
畏
入
候
｡
然
処
'
此
度
貴
藩
版
籍
御
返
上
之

儀
御
出
願
こ
相
成
候
二
付
､

一
卜
先
見
合
候
段
申
立
候
処
二
決
定
二
相
成
､
既
こ
今
便

西
京
へ
中
道
候
都
合
二
相
成
候
｡
貴
兄
に
も
御
配
意
被
下
候
処
､
水
泡
二
相
成
候
段
'

残
念
之
至
二
御
座
候
｡
此
節
雀
部
六
左
衛
門
貴
地
え
罷
出
居
候
間
､
朝
廷
向
之
処

一
卜

先
見
合
候
方
可
然
哉
'
又
は
地
面
取
調
差
出
候
様
御
沙
汰
も
御
座
候
事
故
'
地
面
取
調

差
出
候
方
宜
敷
哉
'
得
と
御
勘
考
被
下
候
て
'
六
左
衛
門
え
可
被
仲
間
候
｡
当
地
之
情

実
之
処
も
'
御
聞
取
可
被
下
候
｡
(後
略
)

こ
の
年
の

一
月
二
〇
日
付
で
'
薩
長
土
肥
の
四
藩
主
が
版
籍
奉
還
を
上
表
す
る
と
'
そ
れ

に
あ
わ
せ
て
慶
徳
も
同
様
に
版
籍
奉
還
を
上
表
し
た
が
､
皮
肉
に
も
慶
徳
の
維
新
政
府
に
対

す
る
行
為
が
'
岡
山
藩
の
新
宮
池
田
家
に
対
す
る
藩
格
昇
進
運
動
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
と
り
あ
え
ず
慶
徳
に
相
談
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
で
き
よ
う
｡

し
か
し
'
そ
も
そ
も
慶
徳
は
藩
格
へ
の
昇
進
運
動
に
は
反
対
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
'

･L/I

｢御
見
合
せ
候
方
可
然
｣
と
返
事
を
し
て
い
る
｡
岡
山
藩
と
し
て
も
も
と
も
と
藩
内
部
に
運

動
に
疑
問
を
持
つ
者
が
お
り
'
こ
れ
以
上
運
動
を
続
け
る
の
は
難
し
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
｡

結
局
新
宮
池
田
家
の
藩
へ
の
昇
進
運
動
は
失
敗
し
た
｡

そ
の
後
頼
誠
自
身
が
上
京
し
て
､
慶
徳
と
面
会
後
弁
事
役
所
へ

｢私
菜
地
之
義
ハ
'
御
当

地
程
近
之
場
所
こ
て
'
何
卒
随
身
之
御
用
向
も
相
勤
度
兼
テ
之
志
願
二
御
坐
候
処
､
今
更
遠

隔
之
地
工
罷
越
候
段
'
実
以
遺
憾
之
至
二
奉
存
候
｡
真
上
小
録
之
義
こ
て
､
万
事
本
家
へ
依

頼
仕
居
候
義
こ
御
坐
候
間
'
近
領
二
罷
在
候
得
は
､
御
用
相
勤
候
節
万
々
都
合
宜
､
勇
以
御

/]='

当
地
定
詰
被
仰
付
候
様
奉
願
度
奉
存
候
｣
と
い
う
願
書
を
提
出
し

た

｡

こ
こ
で
い
う

｢御
当

地
｣
と
は
京
都
で
あ
っ
て
'
京
都
で
奉
公
し
た
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
岡
山
藩
か
ら
も
願

(51)

書
が
出
さ
れ
､
何
と
か
東
京
行
き
だ
け
は
さ
け
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
の
運
動
は
成
功
し
た
が
､

一
連
の
運
動
で
の
心
労
が
た
た
っ
た
の
か
､
頼
誠
は

こ
の
年
内
に
病
で
他
界
し
て
し
ま
う
｡
こ
の
後
新
宮
池
田
家
は
､
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
池
田

家
に
使
者
を
送
り
'
最
終
的
に
池
田
家

一
門
で
岡
山
藩
家
臣
筋
の
人
間
が
選
ば
れ
､
家
名
は

√
∴

存
続
し
た
が
､
新
宮
池
田
家
は
少
し
ず
つ
解
体
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
新
宮
池
田
家
の
藩
格
へ
の
昇
進
運
動
は
､
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
の
足
並
み
が

そ
ろ
わ
ず
'
ま
た
池
田
慶
徳
が
版
籍
奉
還
を
行
う
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
､
結
局
実
現
し
な
か
っ

た
｡と

こ
ろ
で
'
鳥
取
藩
池
田
家
の
対
応
に
つ
い
て
､
福
本
池
田
家
を
藩
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と

運
動
を
続
け
'
実
際
に
実
現
さ
せ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
'
今
回
の
新
宮
池
田
家
へ
の
対
応

は
消
極
的
と
言
っ
て
良
い
｡
新
宮
池
田
家
が
運
動
を
開
始
し
た
の
は
､
福
本
池
田
家
が
藩
に

復
帰
し
て
か
ら
約
半
年
後
の
こ
と
で
､
政
治
情
勢
が
変
化
し
た
こ
と
や
､
福
本
池
田
家

(約

六
〇

〇
〇
石
)
と
新
宮
池
田
家

(約
三
〇
〇
〇
石
)
の
石
高
の
違
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
､
池

田
慶
徳

の
書
状
に
見
ら
れ
た
両
家
か
ら

の
分
知
は
例
が
な
い
t
と
の
く
だ
り
が
関
連
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
､
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
｡

慶
徳
の
認
識
で
は
､
裏
を
か
え
せ
ば
分
知
は

一
つ
の
家
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
な
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
池
田
家
の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
､
分
家
旗
本
は
岡
山
藩

･
鳥
取

藩
両
池
田
家
の
い
ず
れ
か
片
方
か
ら
分
知
を
し
て
成
立
し
た
家
､
あ
る
い
は
そ
の
流
れ
を
汲

む
家
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
鳥
取
藩
池
田
家
か
ら
見
て
'
福
本
池
田
家
は
鳥
取
藩
領
か
ら

(53)

分
知
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
｡
福
本
池
田
家
か
ら
さ
ら
に
分
知
さ
れ
た
屋
形
池
田
家

も
同
様
で
あ
る
｡

一
方
新
宮
池
田
家
は
ど
う
か
｡

一
･
二
章
を
通
じ
て
新
宮
池
田
家
は
総
体
的
に
岡
山
藩
寄

り
の
行
動
を
と
り
､
鳥
取
藩
側
は
そ
れ
ほ
ど
不
満
を
言
わ
ず
､
か
つ
藩
格
運
動
に
対
し
て
も

(37)



消
極
的
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
､
新
宮
池
田
家
は
岡
山
藩
池
田
家
か
ら
分
知
し
た
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
新
宮
池
田
家
は
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
池
田
家
を
本

家
と
呼
ん
で
い
て
も
'
実
際
に
は
本
家
側
で
あ
っ
た
鳥
取
藩
池
田
家
か
ら
は
､
新
宮
池
田
家

は
岡
山
藩
池
田
家
側
の
分
家
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

お
わ
り
に

最
後
に
､
最
初
の
課
題
に
即
し
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
｡
結
果
か
ら
述
べ
る
と
'
新
宮
池

田
家

に
と
っ
て
は
'
二
つ
の
本
家
が
あ
る
こ
と
は
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
｡
ま

ず
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
'
家
格

･
石
高
共
に
全
国
屈
指
の
藩
で
あ
っ
た
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
の
両

方
の
援
助
が
う
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
.
実
際
､
新
宮
池
田
家
の
T
行
が
京
都
の
到
着
す
る

ま
で
は
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
｡

次
に
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
'
新
宮
池
田
家
の
大
名
格
昇
格
運
動
の
際
に
は
､
岡
山
藩
池
田

家
と
鳥
取
藩
池
田
家
の
足
並
み
が
そ
ろ
わ
ず
'
運
動
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
､

二
つ
の
家
の
思
惑
が
異
な
っ
た
場
合
に
運
動
が
行
い
に
く
い
場
合
が
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
こ

の
運
動
が
失
敗
し
た
の
は
当
時
の
政
治
情
勢
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
､
ま
た
最
終
的

に
は
'
岡
山
藩

･
鳥
取
藩
両
池
田
家
共
に
新
宮
池
田
家
に
協
力
し
て
お
り
'
鳥
取
支
藩
す
ら

運
動
に
加
わ
っ
た
｡
そ
う
考
え
る
と
'
デ
メ
リ
ッ
ト
よ
り
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
｡

と
こ
ろ
で
'
他
の
池
田

一
門
と
比
較
す
る
と
'
例
え
ば
福
本
池
田
家

･
屋
形
池
田
家
は
､

本
来
鳥
取
藩
池
田
家
と
の
関
係
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
'
福
本
池
田
家
が
岡
山
藩
へ
所
領
を

預
け
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
'
ま
た
屋
形
池
田
家
も
岡
山
藩
が
自
ら
の
附
属
に
し
た
い
と

運
動
を
す
す
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
岡
山
藩
池
田
家
の
影
響
も
う
け
な
が
ら
存
続
し

て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
で
も

1
門
に
対
し
て
考

え
方
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
｡
池
田

一
門
に
と
っ
て
､
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
は
'

頼
も
し
く
､
時
に
は
混
乱
を
起
こ
す
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
岡
山
藩
池
田
家
と

そ
の
分
家
旗
本
'
あ
る
い
は
鳥
取
藩
池
田
家
と
そ
の
分
家
旗
本
の
関
係
は
'
強
固
な
本
家
-

分
家
関
係
で
は
な
く
､
岡
山
藩
池
田
家
･鳥
取
藩
池
田
家
両
家
双
方
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
'

緩
や
か
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
分
家
旗
本
側
が
多
く
の
分
家
大
名
と
異
な

り
'
本
家
の
領
外
に
領
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
本
家
か
ら
の
独
立
性
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た

1
万
㌧
仮
に
独
立
性
を
有
し
た
と
は
い
え
､
岡
山
藩
池
田
家
と
鳥
取
藩
池
田
家
が
と
も
に

隣
接
し
て
い
る
た
め
､
自
然
と
両
家
の
援
助
を
少
な
か
ら
ず
う
け
る
機
会
が
多
く
な
る
､
と

い
う
池
田
家
の
特
性
も
あ
る
の
だ
ろ
う
｡

た
だ
'
本
家
-
分
家
の
関
係
が
必
ず
し
も
強
固
で
は
な
か
っ
た
こ
と
自
体
は
'
別
に
池
田

家
だ
け
で
は
な
く
他
家
で
も
生
じ
る
こ
と
は
先
行
研
究
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
'
今
後
の
課
題
と
し
て
は
､
池
田
家
以
外
の
事
例
も
考
察
す
る
こ
と
で
'
さ
ら

な
る
比
較

･
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(-
)
例
え
ば
'
松
平

(上
野
)
秀
治

｢大
名
分
家
の
基
礎
的
考
察
-

｢内
分
｣
分
家
を
中
心
に
-
｣

(『研
究
紀
要

(徳
川
林
政
史
研
究
所
)』
昭
和
四
七
年
度
､
一
九
七
二
年
)
鈴
木
幸
彦

｢
一
関

藩
田
村
氏
の
基
礎
的
考
察

(そ
の
-
)
-
支
藩
と
し
て
の
従
属
化
の
過
程
を
中
心
に
-
｣
(『岩

手
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
三
二

九
八
五
年
)､
田
中
誠
二
｢萩
藩
の
本
･支
藩
関
係
を
め
ぐ
っ

て
｣
(『山
口
県
地
方
史
研
究
』
六
一
､
一
九
八
九
年
)､
倉
持
隆

｢宇
和
島
藩
主
伊
達
村
候
と

仙
台
藩
-
寛
延
二
年
本
家
･末
家
論
争
を
中
心
に
-
｣

(『地
方
史
研
究
』
二
八
九
､
二
〇
〇
一
年
)

な
ど
｡

(2
)
倉
持
氏
前
掲
論
文
参
照

(3
)
伊
藤
康
晴
｢播
磨
国
鳥
取
藩
領
'
及
び
福
本
藩
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
｣
(『鳥
取
地
域
史
研
究
』

一
二

九
九
九
年
)

(4
)
『播
磨
新
宮
町
史
』
第
六
巻

(新
宮
町
史
編
集
委
員
会
'
一
九
六
四
年
)
･
同
七
巻

(新
宮
町

史
編
集
委
員
会
､
一
九
六
九
年
)

(5
)
『井
原
市
史
』
.Ⅳ

井
原
陣
屋
史
料
編

(井
原
市
史
編
集
委
員
会
'
二
〇
〇
一
年
)

(6
)
拙
稿

｢二
つ
の
本
家
と
一
つ
の
分
家
の
関
係
-
新
宮
池
田
家
と
岡
山
藩
･鳥
取
藩
-
｣
(『鳥

取
地
域
史
研
究
』
七
'
二
〇
〇
五
年
)
な
お
､
新
宮
池
田
家
が
岡
山
藩
･
鳥
取
藩
両
池
田
家
を

｢本
家
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
新
見
吉
治
氏
も
指
摘
し
て
お
り
､
筆
者
も
新
見
氏
の
著
書
で
そ
の
事

実
を
知
っ
た
｡
新
見
吉
治

『旗
本
』
(吉
川
弘
文
館

一
九
六
七
年
)

(7
)
池
田
頼
方
の
履
歴
に
つ
い
て
は

『播
磨
新
宮
町
史
』
第
七
巻
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

(8
)
拙
稿
前
掲
論
文
参
照

(9
)
例
え
ば
文
政
七
年

(
一
八
二
四
)
に
支
藩
の
池
田
信
濃
守
が
急
死
し
た
際
､
そ
の
弟
で
あ

る
池
田
甚
次
郎
の
名
代
と
し
て
江
戸
城
に
登
城
し
て
い
る
｡
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

｢池
田
家
文
庫
｣
所
収

｢御
分
家
様
留
｣
(A
一
-
六
九
三

マ
イ
ク
ロ
T
A
A
-

一
四
〇
)

以
下
マ
イ
ク
ロ
番
号
は

『池
田
家
文
庫
藩
政
史
料
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』
(丸
善
株
式
会
社
､

一
九
九
二
年
)
に
よ
る
｡
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(10
)
『兵
庫
県
史
』
第
五
巻

(兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会

一
九
八
〇
年
)

(‖
)
拙
稿

｢近
世
武
家
官
位
制
度
と
大
名
の
意
識
-
岡
山
鳥
取
両
池

田
家
を
中
心
に
-
｣
(『岡
山

地
方
史
研
究
』

一
〇
〇
㌧
二
〇
〇
三
年
)

(12
)
こ
の
際
の
池
田
慶
徳
･茂
政
兄
弟
や
､
両
藩
家
臣
同
士
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は

『鳥
取
県
史
』

に
詳
し
い
.
『鳥
取
県
史
』
第
三
巻
近
世
政
治

(鳥
取
県

1
九
七
九
年
)

(13
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

｢池
田
文
庫
｣
所
収

｢御

1
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

三
七
五

(14
)
｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

(
15
)
｢池
田
家
文
庫
｣
所
収

｢末
家
池
田
右
近
将
監
家
来
勤
王
尽
力
こ
付
家
名
相
続
取
成
嘆
願
書
｣

慶
応
四
年

(S
六
-
五
五
六

マ
イ
ク
ロ
Y
S
F
I
O
〇
四
)

(16
)
｢御

一
新

こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

(
17
)
鳥
取
藩
側
の
史
料

(『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
)
に
は
'次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

正
月
二
三
日
の
内
容
と
し
て
､
｢
(前
略
)
松
平
弾
正
喜
を
送
り
来
り
'
公
の
同
族
引
揚
げ
に

就
い
て
の
御
配
慮
を
謝
す
｡
庶
流
松
平
弾
正
の
世
子
久
米
之
助

(以
上
福
本
池
田
家
)
･
池
田

播
磨
守

･
同
右
近
将
監

(以
上
新
宮
池
田
家
)
･
同
槍
三
郎

(屋
形
池
田
家
)
･
同
保
之
助

(吉

富
池
田
家
)､
何
れ
も
江
戸
在
府
中
な
り
｡
右
近
将
監
家
来
平
野
愛
治
来
り
､
御
小
姓
田
中
精

之
丞
を
以
て
､
江
戸
引
揚
方
に
つ
き
出
願
す
.
公
'
厚
く
稿
ひ
､
当
時
江
戸
通
路

1
切
絶
え

た
れ
ば
､
弾
正
家
始
四
家
引
揚
の
手
段
な
く
ば
'
池
田
備
前
守
へ
も
談
じ
'
勅
命
を
以
て
呼

寄
す
る
方
法
も
あ
る
べ
し
､
併
し
四
家
と
熟
談
の
上
'
良
法
あ
ら
ば
申
出
つ
べ
L
と
告
げ
ら

れ
た
れ
ば
､
愛
治
､
十
七
日
を
以
て
播
州
新
宮
に
帰
る
｡
同
家
に
て
は
'
既
に
江
戸
出
府
の

者
､
道
路
杜
絶
に
て
帰
着
の
折
と
て
'
愛
治
急
速
出
府
の
積
な
り
L
を
止
め
､
か
つ
備
前
守

よ
り
'
姫
路
表
人
数
出
兵
の
催
促
に
よ
り
て
'
旗
番

一
人
小
筒
大
砲

一
門
等
上
下
百
人
を
出

張
せ
し
む
｡
愛
治
の
報
ぜ
る
も
の
､
二
十
日
精
之
丞
に
達
す
｡
な
は
､
同
家
よ
り
弾
正
に
是

事
を
伝
へ
た
る
が
'
弾
正
､
是
時
生
野
出
張
官
軍
執
事
よ
り
､
播
州
加
西
郡
殿
原
村
に

一
校

勃
発
の
風
聞
あ
り
'
実
否
不
明
に
付
き
探
索
を
出
だ
し
､
実
事
な
ら
ば
勿
々
鎮
撫
ず
べ
く
､

当
方
よ
り
も
軍
勢
を
出
だ
す
へ
け
れ
ど
､
手
技
な
く
手
配
す
へ
し
と
の
命
を
受
け
､
と
り
あ

へ
ず
二
十
日
､
公
に
謝
状
を
送
る
｡
是
日
､
右
の
書
著
し
た
れ
ば
､
公
へ
御
同
族
引
揚
方
の

義
､
京
都
詰
重
役
へ
取
計
を
命
じ
た
れ
ば
､
其
内
返
報
あ
ら
ば
申
入
る
べ
L
と
返
答
せ
ら
る
｣

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
元
年
正
月

本
稿
で
は
鳥
取
県
立
博
物
館
よ
り
活
字

化
さ
れ
た
も
の
を
活
用
し
た
｡
『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
四

(鳥
取
県
立
博
物
館

一
九
八
九
年
)
同
五

(鳥
取
県
立
博
物
館

一
九
九
〇
年
)

(18
)
｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

(
19
)

(22
)

(23
)

(24
)

(i.i)

(26
)

『播
磨
新
宮
町
史
』
に
よ
る
と
'
徳
川
慶
喜
罪
状
を
記
し
た
制
札
が
新
宮
領
の
近
隣
に
あ
る

一
橋
領
に
も
出
さ
れ
､
そ
れ
が
池
田
右
近
将
監
宛
て
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
､
岡
山
藩
か

ら
頼
誠
が
命
ぜ
ら
れ
て
当
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
o
岡
山
藩
が
新
宮
池
田
家
に
強
く
か
か
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
､
そ
れ
を
踏
ま
え
て
頼
誠
は
こ
の
よ
う
な
琴
言
を
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
｡
『播
磨
新
宮
町
史
』
第
七
巻

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
に
は
'
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
四
月
三
日
の
条

と
し
て
､
｢
(前
略
)
池
田
右
近
将
藍
の
上
京
'
其
他
同
族
の
近
情
の
報
あ
り
｡
池
田
右
近
将

監
の
在
所
播
磨
新
宮
に
て
は
へ
其
後
右
近
将
監
､
江
戸
引
揚
に
つ
き
心
配
せ
る
が

｢
正
月

二
十
三
日
参
照
｣
､
江
戸
通
路
開
け
､
池
田
弾
正
よ
り
､
英
子
久
米
之
助
の
迎
と
し
て
数
人

を
出
立
せ
し
め
た
る
を
き
ゝ
､
水
谷
保
太
郎
等
'
二
月
九
日
上
京
し
､
さ
き
に
家
老
和
田
壱

岐
上
京
の
途
､
同
家
の
富
田
敬
介
､
其
途
中
に
出
で
談
じ
た
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
､
保
太

郎
､
在
京
の
家
老
荒
尾
駿
河
､
及
び
壱
岐
の
所
見
を
も
き
1
､
池
田
信
濃
守

｢当
時
備
前
支

封
｣
の
意
向
を
も
尋
ね
た
る
上
､
十
三
日
江
戸
に
下
る
｡
駿
河
は
､
御
国
の
報
に
て
'
正
月

二
十
五
日
､
弾
正
始
四
家

｢播
磨
守

･
右
近
将
監

･
鎗
三
郎

･
保
之
助
｣
に
'
相
応
の
朝
命

あ
り
た
き
公
の
願
書
を
出
だ
し
た
れ
ど
､
江
戸
引
揚
は
出
願
の
要
な
く
､
勤
王
の
志
あ
る
向

は
'
道
中
の
如
何
に
係
ら
ず
早
々
上
京
宜
か
る
べ
L
と
て
､
二
月
四
日
書
を
江
戸
の
御
留
守

洞
龍
之
輔
等
に
送
り
て
､
五
家
引
揚
心
添
を
命
ず
｡
江
戸
に
て
は
､
久
米
之
助
は
既
に
上
京

の
途
に
つ
け
る
よ
り
､
龍
之
輔
等
､
他
の
四
家
に
談
ず
る
所
あ
り
｡
右
近
将
監
は
'
十
九
日

保
太
郎
下
着
に
よ
り
､
公
の
御
配
慮
を
承
知
し
､
二
十
五
日
出
足
L
t
三
月
二
日
上
京
､
当

方

･
備
前
藩
御
留
守
居
の
斡
旋
に
よ
り
て
'
天
気
何
を
許
さ
る
～
に
至
る
｡
鎗
三
郎

･
保
之

助
両
家
は
'
右
近
将
監
隠
居
万
福
の
催
促
に
て
'
鎗
三
郎
は
､
二
月
二
十
三
日
着
京
せ
る
も
､

保
之
助
は
三
春
よ
り
帰
れ
る
御
勤
役
山
本
左
守
､
江
戸
を
出
立
す
る
頃
'
保
之
助
な
は
同
地

に
あ
り
0
万
箱
亦
病
に
て
出
立
に
至
ら
ず
｡
左
守
帰
国
の
途
'
右
近
将
監
の
在
所
新
宮
を
通

り
へ
水
谷
勘
右
衛
門
に
京
都
江
戸
の
事
情
を
告
げ
た
れ
ば
､
こ
の
日
'
同
家
の
平
野
愛
治
よ
り
､

御
近
習
田
中
精
之
丞
に
書
を
認
め
'
右
の
次
第
を
報
じ
来
る
｡｣
『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御

伝
記
』
明
治
元
年
四
月

｢御

一
新
二
村
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
二
村
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣
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(27
)

(2
)

(29
)

(30
)

(31
)

(32
)

(EF:)

(
34
)

完

E

へ36
)

(37
)

表

内

(8
0

品

的

(41
)

品

E

(
43
)

(
44
)

(
4
)

(.Pf
)

(
47
)

開
…E

(49
)

(50
)

『兵
庫
県
史
』
第
五
巻

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

1
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

伊
藤
氏
前
掲
論
文
参
照
｡
な
お
'
福
本
池
田
家
が
従
来
の
領
地
と
'
鳥
取
藩
の
蔵
米
を
も
っ

て
藩
に
復
帰
す
る
の
は
六
月
二
一
日
の
こ
と
で
あ
る
｡

｢御

一
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

例
え
ば
､
す
で
に
明
治
元
年
三
月
の
段
階
で
､鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
は
福
本
池
田
家
に
限
ら
ず
'

そ
の
分
家
筋
で
あ
る
屋
形
池
田
家
な
ど
も
､
引
き
取
る
意
向
を
示
し
て
い
た
｡
『贈
従

一
位
池

田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
元
年
三
月

『兵
庫
県
史
』
第
五
巻

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
こ
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

｢御

一
新
二
付
御
上
京
井
御
帰
邑
迄
手
続
留
｣

『播
磨
新
宮
町
史
』
第
七
巻

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
元
年

一
二
月

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
元
年

一
二
月

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
元
年

一
二
月

｢池
田
他
美
子
文
書
｣
所
収

｢池
田
家
系
譜
続
録
｣
三
-

九

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
正
月

こ

こ
で
茂
政
書
状
の
日
付
が

二

月

一
八
日
な
の
が
不
審
で
あ
る
が
､
話
の
前
後
か
ら
考
え
て
お
そ
ら
く
慶
徳
の
書
状
の
後
に
認

め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

｢池
田
家
文
庫
｣
所
収

｢慶
応
四
戊
辰
春
登
京
以
来
手
続
書
｣
明
治
二
年

(S
六
-
五
八
五

マ
イ
ク
ロ
T
S
F
l
O
1
五
)
ま
た
'
｢池
田
家
系
譜
続
録
｣
で
は
石
高
不
足
分
は
岡
山
藩

が
補
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
'
結
局
運
動
自
体
も
岡
山
藩
が
主
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
｡

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
正
月

『贈
従

1
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
正
月

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
二
月

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
二
月

『贈
従

一
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
二
月

(51
)
｢慶
応
四
戊
辰
春
登
京
以
来
手
続
書
｣

(52
)
『贈
従

1
位
池
田
慶
徳
公
御
伝
記
』
明
治
二
年
九
月

･
l
〇
月

(E3
)
伊
藤
氏
前
掲
論
文

〔附
記
〕
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
､
関
係
者
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
た
つ
の
市
の

吉
益
美
奈
子
さ
ん
に
は
特
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
ま
た
関
西
大
学
の
薮
田
冥
先
生
'

岡
山
地
方
史
研
究
会
な
ら
び
に
大
阪
歴
史
学
会
の
皆
様
に
は
様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き

ま
し
た
｡
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡




